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川辺郡誌によると、この地域は一面に荻の生い 

茂る原野でした。そのため昔からこの地域を荻野 

と呼ぶようになり、今に至ったとあります。校名 

の荻野はこの地名に因るものです。 

また、荻は湿地に育つイネ科の植物で、繁殖力 

旺盛な植物です。そこでこの校名にはこの学校と 

ここで学ぶ子どもたちが「荻のようにたくましく 

育つように」という願いがこめられているのです。 

 

 

 

 

 

                

校章の図の構成は、オ（左側の羽状）ギ（右側の羽状）ノ（大小の

円）を組み合わせて図案化したものです。 

                上に向かう広がりは、扇のように将来に向かってたくましく伸びる

「荻野っ子」を象徴し、また周囲の円状は円満で調和した心を持ち、明  

るく伸びる 「荻野っ子」を象徴しています。そうして全体では「野鳥

のようにたくましく育つ 」ことを願って、野鳥の姿を表現しています。 
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れ
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ま
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し
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空
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き
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空
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は
ば
た
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野
鳥 

た
く
ま
し
い 

つ
ば
さ 

あ
す
を
め
ざ
し
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わ
た
し
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ぼ
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飛
び
立
つ
子
ど
も
た
ち
だ 

荻
野
小
学
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【校名の由来】 

【校章の由来】 
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2021年 荻野
お ぎ の

小学校 
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2024年
ねん

1学期 荻野小学校
お ぎ の し ょ う が っ こ う

 

 

★あいさつ 

 「○あかるく！」「○いつでも！」「○さきに！」「○つづけて！」  

★登
とう

下校
げ こ う

 

1. 8時
じ

～8時
じ

20分
ぷん

の間
あいだ

に登校
とうこう

しましょう。 

2. 通学
つうがく

路
ろ

を守
まも

り、道
みち

のはしを歩
ある

きましょう。交通
こうつう

ルールも守
まも

ります。 

3. 登校
とうこう

したら、忘
わす

れ物
もの

は取
と

りに帰
かえ

りません。 

★ろうか・かいだんの歩
ある

き方
かた

 

1. ろうかもかいだんも右側
みぎがわ

をしずかに歩
ある

きましょう。 

2. クラスみんなで移動
い ど う

するときは、2列
れつ

でしずかに歩
ある

きましょう。 

3. 教室
きょうしつ

を出
で

るときやまがりかどは、とくに気
き

をつけて！ 

★持
も

ち物
もの

・名札
な ふ だ

                   

1. 学校
がっこう

で使
つか

うものや持
も

ってくるものは、シンプルなものにしましょう。 

 
 
 

 

 

 

 

 

2．持
も

ち物
もの

には、必
かなら

ず学年
がくねん

、組
くみ

、名前
な ま え

を書
か

きましょう。 

＜きほんのふでばこ＞ 

・えんぴつ 5本
ほん

    【シャープペンシルは使
つか

いません】 

・けしごむ１つ   ・あかえんぴつ   ・ネームペン 

 ふでばこに入
はい

る長
なが

さ、二
ふた

つ折
お

りでないもの 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rUXt5nr%2b&id=D4C9F9EC04B0413A632E23E1C86E6F6C774EA8D8&thid=OIP.rUXt5nr-Om0kigUcJmVCcgAAAA&mediaurl=https://4.bp.blogspot.com/-m89hBAoaDQo/Ws2vpB-1mlI/AAAAAAABLXA/u26J1oHQnQItAu7m6wxhK29U2Mz2jLMVACLcBGAs/s400/ninja_shinobiashi.png&exph=400&expw=400&q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e5%bf%8d%e8%80%85&simid=608019162275711802&selectedIndex=0
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3．学校
がっこう

にいらない物
もの

は持
も

ってきません。つけてきません。  

 

 

4．登校
とうこう

したら名札
な ふ だ

をつけましょう。 

5．ランドセルは 6年間
ねんかん

大切
たいせつ

に使
つか

いましょう。こわれたときは、先生
せんせい

に相談
そうだん

してください。 

★放課後
ほ う か ご

の生活
せいかつ

 

1. 人
ひと

にめいわくをかけないようにすごしましょう。 

2. 暗
くら

くなる前
まえ

に家
いえ

に帰
かえ

りましょう。 

（4月
がつ

～10月
がつ

は 5時
じ

30分
ぷん

までに、11月
がつ

～3月
がつ

は 5時
じ

までに） 

3. 知
し

らない人
ひと

について行
い

きません。 

4. 放課後
ほ う か ご

に忘
わす

れ物
もの

を取
と

りに来
く

るときは 4時
じ

30分
ぷん

までに来
き

ましょう。 

5. 学校
がっこう

には、なるべく自転車
じてんしゃ

に乗
の

って来
こ

ないようにしましょう。 

自転車
じてんしゃ

に乗
の

って来
き

た時
とき

は、必
かなら

ず決
き

められたところにならべておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーホルダー・ピアス・イヤリング・ブレスレット・ゆびわ  
どうしてもつける必要

ひつよう

のあるときは１つまで 

 

ミサンガ・ネックレス・マニキュア・ペディキュア など 

わ
す
れ
も
の
を 

と
り
に
来
ま
し
た
！ 

じょうずに 

ならべよう！ 
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2024年
ねん

1学期 荻野小学校
お ぎ の し ょ う が っ こ う

 

★学校
がっこう

で 

1. 天気
て ん き

のいい日
ひ

は外
そと

で遊
あそ

びましょう。 

2. 雨
あめ

の日
ひ

は、教室
きょうしつ

で本
ほん

を読
よ

んだり、絵
え

をかいたりしてすごしましょう。 

(中庭
なかにわ

に赤
あか

いかんばんが出
で

ていたら運動場
うんどうじょう

には出
で

られません） 

3. 教室
きょうしつ

やろうか、げんかん前
まえ

、保健室前
ほけんしつまえ

ではボールで遊
あそ

びません。  

4. 校舎
こうしゃ

にボールをぶつけて遊
あそ

びません。 

 

 

 

 

 

 

5. ボールの空気
く う き

がぬけたときは担任
たんにん

の先生
せんせい

にたのみましょう。 

空気
く う き

入
い

れは職員室前
しょくいんしつまえ

の廊下
ろ う か

にあります。 

6. 業間
ぎょうかん

休
やす

みはサッカーをして遊
あそ

びません。 

 

 

クラスにある道具
ど う ぐ

 

・ボール２つ   ・長
なが

なわ 2本
ほん

   ・ドッジビー１つ 

・道具
ど う ぐ

を入
い

れるかご（3月
がつ

にはかごに入
い

れて返
かえ

します） 
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★放課後
ほ う か ご

は                                 

1. 人
ひと

にめいわくをかけるようなことはやめましょう。 

・マンションのエントランスや駐 車 場
ちゅうしゃじょう

、田畑
た は た

や用
よう

水路
す い ろ

などでの遊
あそ

び 

(校区
こ う く

には野
の

井戸
い ど

がたくさんあります。田畑
たはた

やよその家
いえ

の敷地
しきち

では遊
あそ

びません) 

・路上
ろじょう

でのローラースケート、ジェイボードなどの遊
あそ

び 

・スマホなどを利用
り よ う

した S N S
えすえぬえす

への不適切
ふ て き せ つ

な書
か

き込
こ

み、画像
が ぞ う

や動画
ど う が

の投稿
とうこう

 

・ゴミは必
かなら

ず持
も

ち帰
かえ

りましょう。 

2. 暗
くら

くなる前
まえ

に家
いえ

に帰
かえ

りましょう。 

（4月
がつ

～10月
がつ

は 5時
じ

30分
ぷん

までに、11月
がつ

～3月
がつ

は 5時
じ

までに） 

3. 安全
あんぜん

に気
き

をつけて遊
あそ

びましょう。（公園
こうえん

でボール遊
あそ

びはできません） 

4. 放課後
ほ う か ご

も学校
がっこう

におかしやゲームを持
も

ってきません。 

5. 学校
がっこう

の運動場
うんどうじょう

で遊
あそ

べるのは、平日
へいじつ

の 4時
じ

45分
ぷん

までです。 

6. お金
かね

をもって遊
あそ

びに行
い

きません。 

7. おごったりおごられたりしてはいけません。 

8. 知
し

らない人
ひと

について行
い

きません。 

9. 川
かわ

や池
いけ

など危
あぶ

ない場所
ば し ょ

には、子
こ

どもだけでは行
い

きません。 

10. 校区外
こ う く が い

やショッピングセンター、映画館
え い が か ん

などへ子
こ

どもだけでは行
い

きません。 
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スマートフォンやタブレット、ゲーム機をより上手に使うために、 

家族とゆっくり話し合ってみましょう。 

 

 

□通話でもチャットでも家族に聞かれて困るようなやり取りはしていませんか。 

□友だちの写真を撮るときは、許可をもらっていますか。 

□自分の写真も友だちの写真も許可をもらわず送り合ったり、ネット上にアップ

したりしていませんか。 

□おうちの方に相談せず、課金していませんか。 

□困ったときは、おうちの方に相談していますか。 

話し合った日：2024年  月  日 

話し合った人： 

 

おぎのっこの ５
ファイブ

ルール 

伊丹市立荻野小学校 
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※5，6年クラブ 14:35～ 15:35頃下校 ※5，6年委員会 14:35～  15:20頃下校 
※ 5校時まで  14：30頃下校           
※ 6校時まで  15：25頃下校 

 
 

その他 短縮校時(業間あり)・・・給食終了日など     13：30頃下校 
      短縮校時(業間なし)・・・家庭訪問・個人懇談会  13：10頃下校 
       
        
 

 
 
 

 
 
※ 令和5年度の校時です。令和6年度は変更になる場合があります。 

 
 
 
 

朝学習 ８：３０ ～ ８：４５ 

１時間目 ８：４５ ～ ９：３０ 

２時間目 ９：４０ ～ １０：２５ 

業間休み １０：２５ ～ １０：４５ 

３時間目 １０：５０ ～ １１：３５ 

４時間目 １１：４５ ～ １２：３０ 

給食・昼休み １２：３０ ～ １３：１０ 

掃除 １３：１５ ～ １３：３０ 

５時間目 １３：３５ ～ １４：２０ 

６時間目 １４：３０ ～ １５：１５ 

朝学習 ８：３０ ～ ８：４５ 

１時間目 ８：４５ ～ ９：３０ 

２時間目 ９：４０ ～ １０：２５ 

業間休み １０：２５ ～ １０：３５ 

３時間目 １０：３５ ～ １１：２０ 

４時間目 １１：３０ ～ １２：１５ 

給食 １２：１５ ～ １２：５０ 

掃除 １２：５０ ～ １３：０５ 

1年生 25時間 月～金曜日すべて 5校時まで 

2年生 26時間 月・火・水・金曜日は 5校時まで，木曜日は 6校時まで 

3年生 28時間 水・金曜日は 5校時まで，月・火・木曜日は 6校時まで 

4年生 29時間 水曜日は 5校時まで，月・火・木・金曜日は 6校時まで 

クラブ・委員会のある金曜日は 5校時 

5年生 29時間 

委員会・クラブ 

水曜日は 5校時まで，月・火・木・金曜日は 6校時まで 

クラブ・委員会は金曜日 6年生 

☆校時表☆ 

通常校時 短縮校時 

週授業時数 
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※気象警報の発令については、阪神地区・兵庫県南部等の発令もありますが、必ず伊丹市に発令さ
れていることを確認してください。          

警 報 の 状 況 ご 家 庭 で の 対 応 

 

 
 
 
 
 
 

伊 

丹 

市 

に 

発 

令 

 

 

 

特 別 警 報 
午前７時の時点で 

発令中 
学校は休みになります。 
児童くらぶも臨時休所します。 

 

暴  風  警  報 
 

大  雨  警  報 
 

洪  水  警  報 
 

大 雪 警 報 
 
暴 風 雪 警 報 

 

午前７時の時点で 
      発令中 

登校の用意をして自宅で待機していてください。  
※この時点で給食は中止となります。 
 家庭でのお子様の昼食の用意をお願いします。 

午前９時までに解除 

安全を確認の上、登校させてください。 

ただし、危険が予測される場合は、ご家庭の判断で「自宅待

機」させ、危険が去ってから登校させてください。 

給食はありません。12 時 10 分頃下校 

児童くらぶは開所（お弁当持参）します。 

午前９時の時点で 
発令中 

学校は休みになります。各ご家庭で安全に過ごさせてくだ
さい。 児童くらぶも臨時休所します。 

上記 「大雨･ 
洪水･暴風･ 
大雪・暴風雪・特
別」以外の 
警報 

午前７時の時点で出
ており、登校の時刻に
なっても解除になっ
ていない時 

原則として「登校」させてください。 
ただし、危険が予測される場合は、ご家庭の判断で「自宅待
機」させ、危険が去ってから登校させてください。 
学校側で危険と判断し、「臨時休校」する場合のみ、 
下校メールとホームページでお知らせします。 

 

 

 

 

登校以前に、伊丹市に 
震度５弱以上の地震が発生した場合     

学校は休みになります。 
ただし、震度５未満であっても、自宅付近の状況を優先して
対処してください。  

在校中に発生した場合 

児童を安全な場所へ避難させ保護するとともに、通学路の安
全、校内の被害状況等を点検し、状況により下校または待機、
保護者引き渡しを行います。 
その際、下校メールとホームページで情報を配信します。 

 

 

 

 

 

 

登校前「ミサイル発射情報･避難の呼びか
け」または「直ちに避難することの呼びか
け」が発信された時 

「自宅待機」していてください。 

上記の後、「ミサイル通過情報」または「日
本の領海外の海域に落下」が発信された時 

安全に留意の上「登校」させてください。 

上記「避難の呼びかけ」の後、正午までに
「ミサイル通過情報」または、「日本の領海
外の海域外に落下」が発信されていない時 

学校は休みになります。 

在校中に発信 
学校で避難行動をとり「学校内待機」します。 
状況に応じ緊急下校する場合はお知らせします。 

警報が発令された場合の登校について 

Ｊ
ア
ラ
ー
ト 

 

兵
庫
県
に 

地 
震 



- 10 - 

 

【ご注意・お願い】 
 
①警報等が発令された場合、上記の処置を取らせていただきます。 
天候不順の場合、テレビ･ラジオ・データ放送等の気象情報に気をつけてください。  

②下校メールによる連絡が予想される時は、すぐに受信できるようにしておいてくださ
い。 

③校区内には、浸水や道路の冠水しやすい箇所があります。学校からの連絡に反しても、
自宅付近の状況を優先して対処してください。増水した用水路は大変危険です。その
ような場所には近づかないよう、十分に注意を与えてから登校させてください。 

④遅刻等の心配は一切しないで、「安全第一」で対処してください。 
⑤登校後、気象警報の発令やＪアラート（弾道ミサイル等）の通知等があった場合、児
童の安全を最優先にした上で、状況に応じて適切な措置を講じます。緊急に帰宅させ
る場合もあります。その際も、下校メールとホームページでお知らせします。 
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荻野小学校『タブレット活用
かつよう

のルール』 

令和６年４月 

 

 みなさんが使っているタブレットは，学習内容をよく理解し，より豊か

な学びにするための道具です。上手に活用するためには，ルールを守って，

正しく使うことが必要です。 

そのため，伊丹市では『タブレット活用のルール』を定めました。この

ルールを守り，タブレットを｢安心・安全・快適｣に活用していきましょう。 

 

 

１.タブレットを使う場面  

・学校で貸し出すタブレットは，学習活動に使うためのものです。学習活動にかかわること以外に

は使いません。 

 

 

２.タブレットの取り扱い  

・なくす･落とす･こわす･水にぬらすなどのことがないよう，ていねいに扱います。 

・持ち運ぶ時は，ケースのふたをしっかりと閉めます。 

・タブレットを持ったまま走ったり，地面に置いたりしません。 

・水の中やしっけの多い所，また熱い場所や物に近い所に置きません。 

・自分のタブレットを他の人に貸したり，使わせたりしません。 

 

 

３.基本的な使い方  

・タブレットを使う時は正しい姿勢を保ち，画面に近づき過ぎないようにします。 

(※30分に１回は遠くの景色を見るなどして，目を休ませましょう) 

・画面のそうさは，自分の指か専用のペンを使います。鉛筆やペンで画面にふれたり，落書きした

り，磁石を近づけたりすることは絶対にしません。 

・自分や他の人の個人情報(名前・住所・電話番号など)をインターネット上に公開することは，絶

対にしません。 

・他の人の心を傷つけたり，いやな思いをさせたりすることを，絶対に書き込みません。 

・先生が許可した時以外には，カメラ機能を使用しません。

またカメラで画像や動画をさつ影する時は，事前に必ず許

可を取り，学習活動が終わったら，すぐにデータを消しま

す(＝｢しょう像権｣を守るため)。 

・先生や修理する人がすぐに扱えるよう，デスクトップアイ

コンの並び方や位置，背景の画像や色などの設定は，無断

で変えません。 
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４.学校での使い方  

・学校でタブレットを使う時は，先生の指示をよく聞きます。 

・休み時間や放課後に使う時も，先生が認めたこと以外には使いません。 

・学校のタブレットで作ったデータや，インターネットか

ら取り込んだデータ(写真や動画など)は，先生が許可し

たものだけを保存します。 

 

 

 

 

 

 

５.学校で困った時は  

・タブレットが正しく動かない時やインターネットにつながらない時は，再起動をして様子を見ま

す。それでも元にもどらない場合は，すぐに先生に知らせます。 

・インターネットには制限がかけられていますが，もしもあやしいウェブサイトに入ってしまった

時は，すぐに画面を閉じてから先生に知らせます。 

 

 

６.タブレットを家に持ち帰る時は  

・登下校中に，タブレットをランドセルやカバンから出しません。 

・タブレットの上にはランドセルやカバン，荷物などを置きません。 

・自宅では，タブレットを学習以外の目的で使いません。また，困ったことがあれば，お家の方に

知らせます。 

・自宅でタブレットを使う時は，事前にお家の方とよく話し合って，使い方のルールを決めます。

また長時間の使用はさけて，休けいしながら使います。 

・寝る時間の 30分前になったら，タブレットは使用しません。 

・自宅でタブレットを保管する時は，お家の方の目の届く

所に置いておきます。 

・自宅からタブレットを学校に持ってくる時には，登校前

に自宅で十分に充電しておきます。 

・自宅でタブレットがこわれたり，なくしたりした時は，

すぐ学校に連絡します。 

 

 

☆自分の学年･組･名前と，タブレットの番号を書いておきましょう  

年 組 名 前 

タブレット番号 
 

 

 



- 13 - 

 

 

 

 

 

来校するときは 

○登下校時は、正門が開いていますので、そこから入ってください。管理棟１階に事務室及び職

員室がありますので、必ず用件をお伝えください。 

○登下校時間を過ぎましたら、児童の安全確保のため正門を閉めます。ご用件のあるときは、正

門にありますインターホーンをご利用ください。 

○来校時には、必ずＰＴＡから配布されている名札を着用してください。 

○自転車は、自転車置き場に詰めておいてください。 

 なお、参観日等は臨時に駐輪場を設けます。 

 

 

欠席するときは 

○お子様が欠席されるときは、Google Forms による欠席連絡か電話での連絡をお願いしていま

す。きょうだいが在籍されている場合は、連絡帳を届けていただいてもかまいません。連絡帳

には、欠席の理由等を詳しくご記入願います。 

※18時 00分～翌朝 7時 30 分は留守番電話対応としています。 

 

 

学校に忘れ物をしたときは 

○忘れ物をしないように気をつけましょう。どうしても取りに来なければならないときは、16時

30分までに取りにきてください。その際も必ず職員室で用件を伝えてください。 

 

学校徴収金が引き落とされなかったら 

○１回目の引き落としが５日(休みの日の場合は、直後の営業日)、２回目が２０日(休みの日の

場合は、直後の営業日)になっています。１回目の引き落としができなかった場合は、２回目

の引き落としまでに口座に必要金額を入金しておいてください。２回目で引き落とされます。

ただし、２回目でも引き落としができなかった場合は、必要金額を、担任までお持ちください。

できるだけ、徳島大正銀行の引き落としで手続きが完了するようご協力お願いいたします。 

こんなときどうするの？ 
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転校をするとき（市外） 

○『転校届』を学校に提出してください。 

(担任に「転校」をお知らせいただきましたら『転校届』の用紙をお渡しします) 

 転校の日が近づきましたら、書類（①在学証明書 ②教科書給与証明書）をお渡しします。市

役所で転出手続きをして、③転出証明書を発行してもらいます。①②と共に③を転出先の学校

へ提出してください。 

 

転校をするとき（市内） 

○『転校届』を学校に提出してください。 

(担任に「転校」をお知らせいただきましたら『転校届』の用紙をお渡しします) 

 転校の日が近づきましたら、書類（①在学証明書 ②教科書給与証明書）をお渡しします。市

役所で転居手続きをして、③就学通知書を発行してもらいます。①②と共に③を転出先の学校

へ提出してください。 

 

名札をなくしたときは 

○児童用名札をなくした場合は、前田文具店(学校北東角向い)に直接お申し込みください。保護

者と一緒に注文して、一緒に取りに行ってください。保護者用の名札をなくした場合は、教頭

までご連絡ください。教頭を通して、ＰＴＡに伝えます。作成には実費がかかります。 

 

体操服や水着について 

○学校で使用する体操服や水着の購入については販売日等をお知らせ 

いたしますが、前田文具店に直接お申し込みいただいても構いません。 

 

学校からの連絡について 

○朝 7時頃に下校時刻やお便りを Google classroomでお知らせいています。 

 また、学級閉鎖や行事開催の有無、警報時の対応についてもお知らせしますので、ご確認くだ

さい。 

学校生活あれこれ 

○給食について   ・週５日です。アレルギーがある児童は連絡をしてください。 

○教科書について  ・伊丹市以外から転入された方は、伊丹市指定の教科書をお渡しします。 

○登下校について  ・できるだけ近所の友だちやきょうだいと登校させてください。 

○就学援助制度   ・伊丹市では、学用品費、修学旅行費など学校に必要な費用を援助する制

度があります。詳しくは、担任に相談してください。 

 

 

 

伊丹市教育委員会 学事課 

０７２－７８４－８０８６ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdVjiBOxUNE4A6wGU3uV7/SIG=12846qt0s/EXP=1424840290/**http:/illpop.com/img_illust/school/supplise_a23.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdVjiBOxUNE4AvwGU3uV7/SIG=12uh1hnbh/EXP=1424840290/**http:/www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05022060_jpg_201448_rad7D72F.jpg


- 15 - 

 

 

 
§ １年間の主な保健行事予定 

※年間学校行事予定にそって行います。 

変更や詳細については、その都度お知らせします。 

１学期 

  身体測定（身長・体重）         視力検査（全学年） 

聴力検査（１年・２年・３年・５年） 

  健康診断 内科・歯科（全学年）  耳鼻科・眼科（１年生全） 

  尿検査 （全学年） 

  心臓健診（心音図検査）１年生全、２～６年対象者 

  色覚検査（４年生希望者）        眼科相談（希望者） 

 ２学期 

 身体測定（身長・体重）         視力検査(全学年) 

              

 ３学期 

身体測定（身長・体重）          

 

 

●疾病の疑い・異常疑いがみつかった場合 

 健康診断で疾病の疑い・異常の疑いがみつかった場合は、 

「健康診断結果のお知らせ」をお子様にお渡ししています。 

学校からお知らせをもらった場合は、速やかに受診されるこ   

とをお勧めします。 

尿検査や心臓健診については、一次検査の結果により再検査が必要な場合がありま

す。健診により再検査の方法が異なりますので、その都度お知らせします。 

  なお、治療等が終わりましたら、受診済書に必要事項をご記入の上、担任または養

護教諭までお渡しください。 

 

●すでに病院を受診されておられる場合 

 受診した結果を、連絡帳などで学校へお知らせください。 

 

●健診を欠席された場合 

健診を欠席された場合は学校での再検査はありません。 

 
 

保健に関すること 
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§ 保健室の利用について 

保健室は健康診断、健康相談、応急処置、保健指導などを行うところです。 

①救急処置について 

 保健室では、医療機関（病院）へ行くまでの応急処置をします。 

 けがや病気が長引いても継続的な治療はできません。応急処置後はご家庭でお願い 

します。また、医療行為にあたる処置はできません。 

②薬について 

 原則として内服薬は渡すことはできません。 

（学校は医療機関ではないので、投薬などの医療行為は認められ   

ていません。）用意してある薬品は消毒薬などの応急手当用の 

薬です。 

個別の緊急対応の薬に関しては、担任または直接保健室までご相談ください。 

③保健室での休養について 

 保健室での休養は原則として１時間くらいです。休養する場合は、回復の見込みが 

ある人、家庭からのお迎えが必要な場合に保護者の方が来られるまでの間です。 

 

 

§ 急なけが・病気など緊急時の対応について 
 

●緊急連絡先 

 お子様が学校管理下でケガをして病院での診察が必要になった場合や、急な体調の悪

化でご家庭からのお迎えが必要になった場合は、「緊急連絡票」にご記入の連絡先に連絡

をしています。そのため、「緊急連絡票」に記入する連絡票は、携帯電話の番号など必ず

連絡のつく番号を記入してください。 

 

●学校から直接病院を受診するとき 

 治療に急を要すると判断した場合は、学校から直接病院を受診することがあります。 

病院では、治療の内容によっては保護者の同意を得なければならないことが多くなっ 

ています。また、問診票への記入はアレルギーなどの配慮を考え、出来る限り保護者 

の方に直接ご記入いただきたいと考えております。よって、学校から直接病院を受診 

する場合は、出来る限り保護者の方に来ていただくよう連絡いたします。お仕事中な 

どでお電話に出ていただけなかった場合は、留守番電話に伝言を入れますので、伝言 

のあった場合は必ず折り返し学校までご連絡くださいますようお願いします。 

 

●緊急連絡先に変更があった場合 

 緊急連絡先に変更のあった場合は、必ず連絡帳などで担任へお知らせください。 
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§ お薬について 

① 一時的に必要なお薬について 

  お子様がかぜや結膜炎などの急性疾患により、一時的に学校でお薬を服用（使用）

しなければいけない場合は、必ずお子様が自分で飲める（使える）ようにご家庭でご

指導の上、担任へご連絡ください。また、学校では、医薬品の取り扱い上、原則として

お薬をお預かりすることは出来ません。 

② 慢性疾患等によりお薬の管理が必要な場合 

  お子様の病気の状態や、お薬の内容等についてお話させていただきたいことがあり

ますので、必ず学校へご相談ください。 

 

§ 医療券について～就学援助を受けておられるご家庭の方へ～ 

就学援助をうけておられるご家庭のお子様については、ご希望により医療券の申請

をすることができます。なお、対象となる疾病については下記のとおりです。それ以外 

の疾病には適用されません。医療券の申請を希望される方は、就学援助申請書類に 

同封してあります『医療券発行申込書』に必要事項をご記入の上、伊丹市役所・教育委

員会学事課に提出してください。就学援助の認定は例年７月中旬頃です。認定後、医療

券を申請されている方に発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 学校感染症と出席停止 
お子様が、次のページの感染症にかかられた場合、学校保健法に基づいて出席停止

の扱いになり、欠席にはなりません。 

  なお、出席停止解除証明書の提出がないときには、出席停止の扱いになりませんの

でご注意ください。 

  現在は、インフルエンザと新型コロナウィルス感染症については、ご家庭で記入し

提出いただくことになっています。(医療機関で記入してもらう必要はありません) 

 

 

 

対象となる疾病 

  白癬
はくせん

・疥癬
かいせん

・膿
のう

か疹
しん

・トラコーマ・結膜炎
けつまくえん

・中耳炎
ちゅうじえん

・アデノイド 

  蓄膿症
ちくのうしょう

（慢性
まんせい

副鼻腔炎
ふくびくうえん

に限る）・寄生
き せ い

虫 病
ちゅうびょう

・う歯（虫歯） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdljTZMBU1VcApC.U3uV7/SIG=12ktiiavs/EXP=1421981267/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/hoken/sozai/603.jpg
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●主な感染症の一覧表 

病   名 出席停止の期間（めやす） 

インフルエンザ 
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を

経過するまで 

新型コロナウィルス 
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後１日を

経過するまで 

麻疹（はしか） 解熱後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５

日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 

風疹（三日はしか） 発疹がなくなるまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主な症状がなくなった後２日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、又は５日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療が終了するまで 

結 核 

症状により学校医・その他の医師において伝染の

おそれがないと認められるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

※以下の疾病は、原則として出席停止の対象となりません。 

 ・ウイルス性肝炎     ・ヘルパンギナーゼ    ・感染性胃腸炎  

・マイコプラズマ肺炎   ・伝染性紅斑        ・伝染性膿痂疹 

・伝染性軟属種（水いぼ） ・手足口病        ・溶蓮菌感染症 

 

※学校へ「出席停止解除証明書」を提出する場合は、Ｐ20の「出席停止解除証明書」を

切り離して、またはコピーして使用してください。用紙がなくなった場合や、足りな

い場合は担任または保健室へお申し出ください。ＨＰからもダウンロードできます。 

 

※現在、インフルエンザによる出席停止解除証明書の提出は不要となりました。ご家庭

で、「インフルエンザによる出席停止期間報告書」に記入し、提出ください。 
※同様に新型コロナウィルス感染症についても「新型コロナウィルスによる出席停止期

間報告書」を提出してください。 

 
§ 日本スポーツ振興センター 

 「日本スポーツ振興センター加入のご案内」をよくお読み下さい。 

 

●災害共済給付制度とは 

  学校管理下でお子様が災害にあわれた場合に、その治療費や見舞金の給付を行う制

度です。この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき実施されて

います。 
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●給付の対象となる学校管理下の範囲 

〈センター法施行令第５条第２項による〉 

①授業中 【例】各教科、遠足、修学旅行、大掃除 

②学校の教育計画に基づく課外指導中 【例】部活動、林間学校、臨海学校 

③休憩時間中及び学校の定めた特定時

間中 

【例】始業前、休み時間、昼休み 

④通常の経路及び方法による通学中 【例】登校中、下校中 

⑤その他 【例】寄宿舎にあるとき 

（宿泊合宿など） 

 

●給付の基準 

 ・初診から治癒までの医療点数の合計が５００点以上（３割負担の場合、窓口で支払

った額１５００円以上）の場合が対象となります。５００点未満の場合は対象にな

りません。 

 ・保険診療の範囲のみが対象となります。保険証の使えない治療（例えば整体やマッ

サージ、美容など）は給付対象外です。 

 ・生活保護を受けておられるご家庭の医療費の支給は行いません。 

 ・センターの災害共済給付制度を利用する場合は、伊丹市の福祉医療制度は利用でき

ませんので、「子ども医療費受給者証」や「乳幼児医療費受給者証」は医療機関窓口

で提示しないようにご注意ください。 

※「医療費受給者証」の裏面に記載の「ご注意」をご参照ください。 

 

●請求から給付まで 

 ・学校管理下で災害（けがなど）にあい、医療機関を受診された場合は、担任までお申

し出ください。用紙をお渡しします。（用紙の種類は、受診された病院・医院・薬局

によって異なります。） 

 ・通常、請求から給付まで２ヶ月程度かかります。 

・災害共済給付を受ける権利は、災害発生から２年間行わないときは、時効によって消

滅しますので、早めに手続きをしてください。 
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出席停止解除証明書 

伊丹市立荻野小学校 

  年  組  氏名                

病 名 

  

上記の病症で、令和   年   月   日から療養中でしたが、主要症状が消退し、も

はや感染のおそれがないものと認め、令和    年    月    日より出席停止を

解除します。 

令和   年   月   日 

住所 

主治医名                ○印  

 

 

出席停止解除証明書 

伊丹市立荻野小学校 

  年  組  氏名                

病 名 

  

上記の病症で、令和   年   月   日から療養中でしたが、主要症状が消退し、もは

や感染のおそれがないものと認め、令和    年    月    日より出席停止を解除

します。 

令和   年   月   日 

住所 

主治医名                ○印  
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